
3  － ⅹⅷ  事 故 発 生 箇 所 別 供 給 支 障 事 故 件 数 表 
 3 －ⅹⅷ－ 1   平成 12 年度 

（公営・その他） 
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自家用電気工作
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（備考）  1 ．需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載すること。 

      2 ．主要供給支障事故とは、第 3 条の規定に基づき報告した供給支障事故をいう。 


